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会  議  録 

 

会議の名称 第５回富士見市立市民総合体育館屋根崩落事故調査委員会 

開催日時 平成２６年７月１日(火) １０時１５分～１１時４０分 

開催場所 全員協議会室 

出席者 髙梨晃一委員長、桒子喬副委員長、岡田健良委員、神田廣行委員、岩田

善裕委員 

欠席者 大森享委員 

事務局 奥村副市長、森元教育長、丸山総務部長、島田総合政策部長事務代理、

山岸教育部長事務代理、柴崎総合政策部副部長兼管財課長、友光教育

委員会副部長兼生涯学習課長、清水秘書広報課長、水口政策企画課長 

会議次第 １ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議事 

(１)報告書（案）の検討について≪資料１≫ 

(２)次回委員会について 

４ 閉会 

会議資料 資料１ 富士見市立市民総合体育館屋根崩落事故調査委員会報告書 

骨子（案） 

公開・非公開 公開（傍聴人２６人） 
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【会議内容】 

 

１ 開会（島田総合政策部長事務代理） 

本日の委員会は、委員６名中５名の出席であり、条例第６条第２項の規定により成立

することを報告。 

 

２ 委員長あいさつ（髙梨委員長） 

本日の委員会は報告書のまとめに入っていきたい。報告書の骨子（案）をもとに内容

について各委員から順次報告願いたい。 

 

３ 議事（進行 髙梨委員長） 

（１）報告書（案）の検討について≪資料１≫ 

（資料１ 富士見市立市民総合体育館屋根崩落事故調査委員会報告書骨子（案）） 

委員長：報告書（案）の目次は、資料１のとおりである。現在、内容は作成中の段階で

あるので、公開するまでの資料とするには至っていないが、本日は、各委員から内容

を報告していただく。報告後、質問を受ける形でご意見をいただき、次の委員会では

報告書（案）を示していきたい。最終的に作成した報告書を市長に提出していく予定

である。 

前回申し上げたとおり報告書の骨子は、体育館の設計、施工は建築基準法に則って

行われており、特別瑕疵は認められなかった。第三者による埼玉建築設計監理協会の

報告書も同様であった。また、私たちが現場を見たところでも、設計荷重を上回る積

雪があったことにより崩落したと考えている。 

一番難しいところは、当日の積雪は何㎝であったかという事であり雪の重量をどの

ように見積るかである。事故当日は、雪の後、雨が降り重い積雪であったと思うがこ

れをどのように推測するかが一番重要な点になる。また、雪質によっても大きく変わ

る事から、埼玉建築設計監理協会の報告にあるとおり、雪荷重の専門家の意見も伺い、

概ね富士見市近辺の記録から積雪重量を推計した。それによると建築基準法で定める

雪荷重を大幅に上回っていたことが崩落の原因であろうと結論付けているが、それに

基づく様々な内容を報告書にまとめたい。ご質問やご意見を伺いたい。 

委員長：はじめにでは、事故調査委員会を設置するに至った経緯を記述する。 

第１章は事故調査委員会についてであり、委員名簿とともに、市長から諮問を受け

た内容を改めて記述している。改めて申し上げると「市民総合体育館メインアリーナ

屋根全面崩落事故原因についての調査及び再発防止に係る提言、その他市長が特に認

める事項」という事になっている。崩落事故の原因は、先ほど申し上げたとおりの内

容となるが、再発防止に係る提言という重要な課題もいただいており、それについて

は報告書の最後に記述する予定。これが第１章の内容である。 

第２章は、富士見市立市民総合体育館の概要という事になっているが、これは市に

おいて作成されたものである。市から説明を。 

事務局：第１回目の事故調査委員会において提出した内容であり、市民総合体育館の建

築年度をはじめ施設面積、施設の改修履歴など委員会から求められたものを掲載して

いる。 
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委員長：資料として残っている図面なども出しておいた方が見やすいのではないかと思

い、図面のコピーも入れる予定である。第２章はこのようになるが何か質問は。 

委 員：崩落前の全体の写真及び壊れる前の内部の状況が分かる写真があれば入れたほ

うがよいのでは。 

事務局：施設概要の中に入れるように準備する。 

委員長：市からの概要の素案では説明があったとおり、どのような改修工事を行ってい

たかということは記載されているが、構造本体に対する改修はないということでよろ

しいか。 

事務局：よい。 

委員長：第３章は、屋根崩落事故当日の気象状況と経緯について、当時の気象状況を調

べている。これは第１回と第２回の委員会資料をまとめている。説明願いたい。 

事務局：これまで示してきた資料をもとに、委員の皆さんでまとめていただいたものと

なっている。 

委員長：最終的に雪が何時頃降り、その後雨が何時頃降ったかなど、時間的な経緯がは

っきりしていないと思うが。 

事務局：概ねという表現で記述していきたい。 

委員長：資料として、２月１５日の気象の状況、近隣の積雪量で判明している所は。 

事務局：別添で資料をつけて分かる形で入れていきたい。 

委員長：第３章では今の説明のとおり、何時頃から雪が降り始めたかということと、富

士見市周辺の積雪量が分かるものをまとめるつもりでいる。雪質により変わるため、

積雪深だけで雪重量の算出は難しい。後に委員が説明するがどのようにして屋根の雪

重量を考えたのかを説明していく。これが第３章の内容である。 

委員長：第４章の屋根崩落の状況調査結果について、委員から説明を。 

委 員：作成にあたり設計者及び施工者が作成した調査報告書並びに埼玉建築設計監理

協会に委託された報告書を精査し、その内容を基に記述を行った。崩落屋根全体の状

況であるが、平面トラスが７つあり事務所棟側ではピン支承、北側でローラー支承を

使っているトラス構造の建物である。崩落している北側のローラー側が本体側から３

ｍ内側に入っている。その上のトップライト部分の事務所棟では大きな損傷はない

が、下に落ちていて壁にもたれかかるようにしてずれ落ちている崩落の状況を記述し

ている。事務所側の三角形のトップライトもその上に覆いかぶさるように崩落してい

るなど全体の状況を記述した。 

次の４．２では、トラス大梁の落下の状況を記述している。この大梁がどのような

形で崩落しているのかが大きな問題となっている。このトラスの上弦材の座屈がスパ

ンの中央部小梁間で発生しているということ、大梁全体が水平方向に変形していると

いうこと、両端部の支点付近では損傷が見られなかったということが特徴的であっ

た。 

４．３ではトラス支承の損傷及び直交小梁の状況を記述している。市民総合体育館

は、メーカーの支承を使っている。その支承はアンカーボルトで、しっかりと留めら

れている設計になっていたが、そのアンカーボルトが破断している所が２か所あり、

支承がそのまま落下していた。さらに、移動している部分も何か所か見られ、その部

分についてはアンカーボルトが大きく変形していた。そうした場所が３～５か所ほど

見られた。中央の変形に伴ってローラー部分が落下した。 
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 次に直交小梁について、これはメイントラスを結んでいる小梁であるが、ガセット

プレートのちぎり破断、及びボルトの破断が大きく見られている。これは埼玉建築設

計監理協会の調査により小梁端部の損傷状況が細かく示されていたので、それを基に

小梁の状況を示した。 

  ５番目の鉄骨屋根まわりの工事施工状況であるが、現存の設計図書と現況の部材が

どう違うのか差異はなかったのかということころを報告としている。これによるとト

ラスの端部の三角形のウェブプレートでは設計図書では１２㎜ということであった

が、現況は厚く１９㎜になっていた。またトラスの中央部では、設計図書ではスプラ

イスプレート、梁と梁を結ぶプレートの事であるが、その幅が８０㎜から７０㎜にな

っており１０㎜ほど小さかったという報告があった。なお、これによって大きなトラ

スが損傷したという事ではない。設計図書と現況の差異という点では、その点だけで

あったろうと思う。 

その他鉄骨部材の施工状況については、施工性がどうであったのかというところを

調査したものを精査した。それによると、トラスの大梁の接合部になるが、設計図書

に突合せ溶接ということで指示があった。この辺では損傷はなかったが、超音波探傷

試験を行った結果、良好な溶接であり施工的な不良はなかった。また、支承及びトラ

スの大梁について、これは部材等施工についての誤差は許容範囲内であった。 

施工不良としてＭ通り４のステージ側に間柱があり、この柱脚がアンカーボルトを

施工しないで鉄筋を溶接するように固定をしていたということを現地調査して発見

した。 

支承の水平方向の精度や鉛直方向の施工精度は、特に問題ないということでいずれ  

 もこの辺の施工不良について屋根崩落の直接的な原因とはなり得ないとまとめた。 

４、５章については、このような形でまとめていこうと思っている。 

委員長：埼玉建築設計監理協会による現場調査の報告では、施工において崩落に関わる

ような不良はなかったと判断しているということである。 

委 員：４章でいきなり平面トラス大梁、上弦材、斜材、下弦材といった用語が出てく

るかたちになっている。その内容が分かるよう、屋根構造の形式を説明する図あるい

は図面があったほうがよいのでは。 

委員長：図面は入れてもらうことになっている。報告書として専門外の人が見たときに、

図面の内容が分かるようにする。 

委 員：トラスの大梁については、被害が大きかった場所なので、もう少しどのような

被害状況であったのか説明があればよいと思うが。 

委 員：報告書４．２の所に入れていきたい。 

委員長：現場を見た方は分かると思うが、屋根トラスの中央部付近でかなり「くの字」

に大きく曲がっているということが、全体の崩落に関わってくることを説明している

ということでよいか。 

委 員：そのとおり。上弦材の座屈がスパンのこういう部分で起こっているという事し

か表現していないので、この辺の表現を精査していく。 

委員長：前の委員会の資料にあったとおり図などで説明し分かるようにしてほしい。 

委 員：分かるようにまとめていく。 

委員長：次に６章の積雪荷重について、説明を。 

委 員：この荷重を決めるにあたり、第一人者である千葉大学高橋徹教授の見解を参考
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にした。その数字を採用するのが妥当ではないかと考えた。高橋教授の見解では、積

雪荷重の推定というのは積雪量ではなく、累積降水量で評価するのが妥当であり、近

隣各地の観測データから当該近辺の地上積雪荷重が０．８～１．０キロニュートン／

㎡程度であったと推定される。それを基に建物の高さ、風速、近隣建物の状況、屋根

形状等を勘案して見直した結果、当日の屋根上の積雪荷重であるが、一様分布で  

０．９～１．０キロニュートン／㎡であったということが記載されている。 

また、当日の気象状況は過去の記録から再現期間等について検討した結果、大まか

な推計であるが３００年に１度程度の極めてまれな事象であったということが推定

されている。これらを採用し、屋根上荷重として０．９～１．０キロニュートン／㎡

程度であったと想定するのが妥当と考えた。 

委員長：千葉大学高橋徹教授が雪荷重について長年研究していたことは承知している。

埼玉建築設計監理協会が報告書を作る段階において高橋教授に雪荷重の推定の方法

を尋ねており、その内容が埼玉建築設計監理協会の報告書に出ているので、それを私

たちも見て妥当な見解と考えたので報告書に引用している。なお、高橋教授は国土交

通省や建築学会で雪害に関する検討会議にも参加しているので、広く知識を有してい

る方と認識している。 

最近ＳＩ単位というのを作って、屋根面としては１㎡あたり０．９～１．０キロニ

ュートン／㎡程度というように推定されたけれども、以前は１㎡あたり９０～１００

㎏という値であり、かなり重い重量であったということになる。 

雪の積もった深さ、積雪深が問題となるが、雪の単位重量は雪質で違うため、「ア

メダス」の記録を使うのがよいだろうと高橋教授は言っており、参考にした。 

なお、委員会の報告書の書き方としては、埼玉建築設計監理協会の調査を引用した

ということをはっきり書いた方がよい。 

委員長：次に第７章である。そもそも建築基準法ではどのような設計体系になっている

かを７章で記述したいと思っているが、それに対して実際崩落した事実からすると、

どのくらいの積雪重量があったのかを想定する計算を行っている。７章と８章につい

て説明を。 

委 員：７章のトラスの大梁の建設当時の規定・基準による構造計算書について、この

章をまとめるにあたり、この建物が昭和６３年に設計された前提で当時の建築基準法

並びに施行令でどのような規定があったのかということを述べている。施行令の８６

条に積雪深が１㎝あたり、そして１㎡の範囲でどのくらいの重量を想定しないといけ

ないという最低基準があり、当時は２㎏である。富士見市は一般地域であり２㎏であ

る。設計に要求される積雪深では、ベースはあるが特定行政庁が独自に決めることが

できる。当時の富士見市は埼玉県の想定している積雪深３０㎝、これに従って該当す

る地域ということになる。当時の法律からすると２㎏に３０㎝を乗じて１㎡あたり６

０㎏を最低限の基準として設計するわけだが、この建物は鉄筋コンクリート造の下部

分と鉄骨造の屋根から成っており、屋根部分はＲＣ部分にのせたつくりになってお

り、別に屋根の変形量というのが計算できる。この昭和６３年当時の重量に沿ってト

ラスの大梁の変形量が概ね推定できるのではないかということで、私のほうで断面が

そのまま弾性変形するとした場合の変形量を計算した。中央部で概ね１５１㎜位。そ

のほかに埼玉建築設計監理協会の方で、詳しくコンピュータ解析などをされた計算の

結果もほぼ２１２㎜位の結果となり、概ねこの範囲の荷重により計算すると変形する
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ことが分かった。 

７．２では、トラスの大梁の作用軸力と上弦材の軸耐力について、今申し上げた設

計に要求されている荷重に対してどのくらいの作用軸力があるかというのを私の方

で計算をした。それと埼玉建築設計監理協会の詳しい解析結果と比較して、ほぼ値的

には一致したといえるような結果となった。 

この軸耐力については、トラスの弦材が、大きな軸力、雪の荷重に伴って、上側が

圧縮側になって、下側が引っ張り側になる訳だが、この時に圧縮側になる方が、先に

座屈したのではないかということが推測されるわけであり、その軸圧縮力を概略計算

した。それとともに使っているＴ型の断面の下弦材の軸耐力と比較して、想定してい

る建築基準法で考えているような値では問題はないが、想定を超える雪荷重になると

軸耐力を超える軸力になる可能性があるということをまとめている。 

続いて８章であるが、弦材の軸耐力に基づいて逆に雪の重量について逆算できない

だろうかということで、これを８章でトラス構成部材の限界強度から逆算される許容

積雪重量について、まとめている。 

これは構造計算書が残されていなかったので必ずしも設計者の方針に沿っている

かどうか確認できないが、独自に私の方で現場の状況等を勘案してこういう仮定で計

算をしたら逆に重量が求められるのではないかということである。あくまでもこの方

法では厳密に計算するのは難しいが、上弦材が座屈する時点での雪荷重を逆算し、弾

性座屈を超えると直ちに耐力を失うという大変厳しい状況を当てはめたときに荷重

は一体いくらくらいになるかということを計算した。 

そうすると、逆算した積雪荷重が０．８キロニュートン／㎡ということで、６章に

述べている積雪荷重に近い値になっている。先ほど０．９～１．０キロニュートン／

㎡、９０～１００㎏という話があったが、その値より若干下回る結果になったという

ことである。 

委員長：建築基準法の規定では、一般地域で積雪深３０㎝の積雪量を想定して設計する、

そうすると雪の重量は、積雪深１㎝あたり２㎏とみると、３０㎝では６０㎏であり、

キロニュートンでいうと６００ニュートン／㎡、０．６キロニュートン／㎡になる。

それで設計していたようである。 部材断面は分かっているので、被害の後で見たよ

うにトラスの上弦材、要するに水平の部材が上下についているトラスの上弦材が圧縮

耐力を受けて座屈する。 

座屈というのは、ある一定の軸力がかかると急に変形が大きくなるということであ

るが、その座屈耐力から逆算すると、０．８キロニュートン／㎡位になるだろうと、

一方で雪重量の推定が０．９～１．０キロニュートン／㎡であったから、そのくらい

の重量があったとすれば座屈しても納得できるという話である。７章８章ではこのよ

うな内容になる。 

委 員：７章のタイトルだが、建設当時の規定・基準による構造計算書とあるので、こ

の章では、今回の構造設計に瑕疵は認められなかったという結論に至った検討部分も

記載されるべきではないか。また、非常に厳しい検定値であったという点なども記載

しておいた方がよいのでは。 

委員長：類設計室から提出のあった資料に記述はあったと思うが、その見解を基にこち

らも見解も書いてはどうか。 

委 員：修正する。 
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委員長：次に９章の屋根崩落事故の原因について、報告書のまとめにしてあるが、説明

を。 

委 員：内容は２つに分けてある。１番目は、崩落の過程であり完全に現場の状況から

逆に類推し、このような形で壊れたのではないかと記述した。２番目として結論とい

う形で述べている。 

最初に、１番目の崩落の過程であるが、崩落前の体育館のトラス梁は鉄筋コンクリ

ートの梁ないし柱の上に単純にのっている形であるが、その「かかりしろ」は両方少

なくとも６０cm位ある。その梁が、仮に鉄骨に何か異常が生じたとして６０cmの「か

かりしろ」から外れるという事はどういうことなのかということを、図の上で検討し

たのが前回の埼玉建築設計監理協会の報告書に出ていた。変形量約２．３ｍ位の鉛直

方向の大変形を生じた場合、その梁の両端が縮んでくるような変形をする、６０cm

縮むためには、約２．３ｍ位の大変形を生じないとはずれるはずがないということを、

図の上で検討した。その結果、６０cmの水平変位が生じたときの部材の回転角がどの

くらいかというと、わずか７度位しかなかったという数字を使った。ということは、

前回の報告書にもあったが、ピン支承、ローラー支承の変形性能に関する記述からす

ると、２ｍ以上の鉛直な変形が生じたとしても、ピン支点はまだ外れない、外れるま

でには３０度位までの回転角が必要ということであった。ということは、明らかにロ

ーラー支承から先に外れて落ちたのであろうと、それからピン支承側を中心に半円形

を描いて自由落下をした。その回転角が３０度を超えたときにピン支承が壊れるか、

あるいは強度的に足りない時にピン支承がはずれて落下したのではないかというこ

とを結論づけた。 

ピン支承、ローラー支承という言葉であるが、これについても細かくどういうもの

なのかを説明したいと考えている。 

全体の梁の崩落後の形を見たときに、片側の支点から約３ｍ離れた位置にいくらか

直交方向に動いた形で落ちている。これも前回の報告書の中にも記載があった。この

片側から３ｍ離れているということが先ほどお話したピン支承の中心に回転して落

下したからそうなったのであろうと説明がつく。直交方向に少し動いていたことにつ

いては、どうも１本の梁だけ全体の梁と違った動きをしている梁があった。「くの字」

に折れ重なっているような梁が見られた。この梁は実は荷重を支える範囲がほかの梁

より小さいので、他の梁が落ちるときは、最後まで健全な状態で残っていた可能性が

高い。他の梁が落ちるとき引っ張られる形で「くの字」になってしまったのだろうと

想定した。 

全体の梁の重量で引っ張られたので「くの字」の梁が最後に他の梁のように落ちて

いったのではないかと想定したところ、落下の形状がすべてうまく説明できたのかと

考えた。 

そのような事から崩落の過程としては、まず、今までの説明にあったが、どこか分

からないが、屋根のトラス梁の上弦材が荷重に耐えられずに座屈したという現象を起

こしてしまった。そうすると座屈という現象は先ほど話したが、１つ生じてしまうと

どんどん進んでしまう。荷重が増えなくても、どんどん変形が進んでいき大変形を起

こしてしまうと、そうすると先ほど話をした２．３ｍ程度の大変形を起こしたところ

で、ローラー側の水平変位が６０cmを超えてしまう。そしてローラー支承が架台から

外れて、自由落下を始める、この時ピン支承側は、まだ能力を発揮していたのでピン
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支承側を中心に全体が半円形に回転した。次にピン支承側の方が、回転角が大きくな

って外れてしまうか、あるいはピン支承側の強度が足りなくなってしまったときにピ

ン支承側も壊れて落ちたときには垂直に下に落ちるしかないと推測する。 

全体の梁の落ち方は、ピン支承側は垂直に落ちており、ローラー側は少し離れたと

ころに落ちている。結果的に並行している梁は、同じ形状同じ荷重状態であるので１

か所にそういう事象が生じると全体に引きずられて次々と落ちていったのではない

かと推測される。 

最後になるが、一番端の梁については、１本だけ「くの字」になって梁の上に乗っ

ていた梁があった。これについては先ほど説明したとおり、少し抵抗したためにそん

な形で最後に落ちたのではないかと推測した。 

続いて屋根崩落事故に関する本委員会の結論という形で原因も含めて記述してい

る。先ほど申し上げたとおり、屋根の崩落は設計雪荷重を大きく凌駕する積雪荷重に

耐えられなかったことによることが崩落の原因であろう。その積雪荷重であるが、周

辺各地の気象データから推測すると０．９～１．０キロニュートン／㎡と推定される。

この値は建築基準法に定められている積雪荷重の１．５～１．７倍に達する。担当設

計事務所から提出された設計図面を精査した結果、通常の設計手法どおりで、特段指

摘するような瑕疵は認められなかった。上弦材については、強度上十分な余裕を見て

いないが、適用した積雪荷重は建築基準法の規定に則っている。現地調査の結果、施

工上の瑕疵は認められなかった。崩落の発端は屋根大梁の上弦材の座屈による。ただ

し、７本ある大梁のどの部材が初めに座屈したかは断定できなかった。 

結果的に崩落の過程としては、１本ないし複数本の大梁が中央部分の座屈のために

大変形を生じてしまったと。それに従ってローラー支承、水平に移動が可能な支承側

の梁端部が大きく引っ張られ移動し、許容範囲を超えてコンクリートの架台から落下

した。これに伴って他方の支承側（ピン支承）が外れるかあるいは荷重に耐えられず

落下したのではないかという事である。大梁は横方向に補剛材によって緊結されてい

るため連鎖的に屋根全面が同様の崩落をしたものと推測されると結論づけた。 

委員長：埼玉建築設計監理協会の報告書にあった事故後の調査結果の数値などを使用し

崩落の過程を推計したものを述べている。ピン支承やローラー支承という言葉が出て

くるが文書の中で説明する予定になっている。それが９章の内容である。 

委 員：９章のタイトルが屋根崩落事故の原因についてとなっており、９．２が本委員

会の結論となっているが、この結論部分は新たな章として独立させて分けたほうがよ

いのでは。 

委員長：変更する。 

委員長：最後に復旧に向けてであるが、市長からいただいた諮問事項の再発防止に関わ

る提言という事を念頭においてどのような事を書こうか考えている。今回、屋根が全

面崩落したが、屋根はシンプルな構造であった。普通の橋梁の構造と同じように支承

の片方がピンで、もう片方がローラー支承という構造になっており、構造力学的にい

うと非常に明快単純で、何か１か所でも今回の場合のような座屈があったりすると一

気に崩落する構造である。 

余裕がない、冗長性がないと、１か所が支障をきたすと全体が崩落する。体育館で

はそうならないように冗長性（ロバスト性）のある構造設計が望まれる。今後、再建

される体育館においては、そういうことを考慮した構造設計にすべきである。 
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今回、体育館の使用開始直前にあのような事故が起こったが、人命に支障がなかっ

たという事は不幸中の幸いであり、このようなことが今度また起こってはいけない。 

どうしたらよいかという事であるが、風や地震による構造物の崩壊は、不意に来る

ため予見は不可能であるが、今回のような積雪では一気に雪が降る場合もあるが、あ

る程度の時間の経過とともに崩壊が起こるので、私が考えるにこの建物はどの位の積

雪重量で設計しているのかということを、明示しておく必要がある。少なくとも管理

者は知っておく必要がある。気象状況により即時に判断する必要があり、設計の荷重

を超える可能性がある時には使用上の制限を加えていただく等管理体制の問題を強

調したい。 

復旧に向けては、委員会のミッションを超えている話であるが、被害後の建物を見

て、屋根は全面崩落したが、軒から下の鉄筋コンクリート造について、支承は壊れて

いるが、それ以外は外見上大きな損傷はないように思える。これについては、今後市

で下部の構造についての強度がどうであるか調査されると思うが、その調査結果が、

設計当時の強度を現在も維持しているという判断があり、屋根の鉄骨構造をどう考え

るかという設計をし再度建設されることも可能ではないか、という感じもするが、そ

こまで記載するかなどは市と相談させていただきたい。 

いずれにしても今後造られる構造というのは、一気に崩落に至るような構造ではな

く、部分的な崩落があっても全体に波及しないような冗長性の高い建物が望まれると

いうことと、管理体制をしっかりしていただくことを記述したい。 

委員長：草稿は本日の意見を集約してまとめていただく。また全体を通して精査する必

要がある。 

事務局：各委員から本日の修正を踏まえ草稿を出していただき、取りまとめていただき

たい。市からは図面や写真の提供する。 

 

（２）次回委員会について 

 

・平成２６年７月１５日（火）午前１０時から第６回事故調査委員会を開催すること 

とする。次回はまとまったものを報告書（案）として資料で提出したい。委員会で了

承が得られれば、市長へ答申したい。 

 

４ 閉会 

（桒子副委員長） 

 

 

 


